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第 １ 人 事 行 政 の 運 営 の 状 況

１ 職 員 の 任 免 及 び 職 員 数 に 関 す る 状 況

( 1 ) 職 員 の 採 用

令 和 ３ 年 度 に 新 た に 採 用 さ れ た 一 般 職 の 職 員 及 び 新 た に 再 任

用 さ れ た 職 員 の 状 況 は 、 次 の と お り で す 。

（単位：人）

区 分 合 計 行政職 警察職 教育職 企業職 医療職 技能労務職

新 規 採 用 8 5 2 1 8 7 9 9 4 1 4 0 1 5 2 0

新規再任用 2 4 8 6 4 9 1 5 9 2 1 4 0

（ 注 ） 新 規 採 用 に は 国 等 と の 人 事 交 流 に 伴 う 採 用 を 含 み ま す 。

( 2 ) 職 員 の 離 職

令 和 ３ 年 度 に 離 職 し た 一 般 職 の 職 員 及 び 再 任 用 を 満 了 し た 職

員 の 状 況 は 、 次 の と お り で す 。

（単位：人）

区 分 合 計 行政職 警察職 教育職 企業職 医療職 技能労務職

離 定年退職 5 2 8 1 3 1 4 8 3 2 8 0 2 1 0

職 そ の 他 3 7 8 7 1 3 1 1 4 2 0 1 3 4 0

再任用の満了 1 2 1 4 9 1 2 4 3 1 1 6 0

( 3 ) 職 員 数

① 部 門 別 職 員 数 の 状 況 と 主 な 増 減 理 由

（各年度４月１日現在）

職員数 対前年
部 門

令和３年度 令和４年度 増減数
主な増減理由

知事部局等 3,791 3,785 △6
欠員不補充による減など
(参考:人口10万人あたり職員数 359人)普

教育委員会 9,478 9,488 10通

公立学校教職員 9,051 9,054 3 35人学級実施による学級数の増など
会

事務局 427 434 7 事務局体制の強化等による増
計

警察本部 2,350 2,335 △15
部

警察官 2,041 2,026 △15 欠員不補充による減
門

事務職員等 309 309 0

小 計 15,619 15,608 △11
(参考:人口10万人あたり職員数 1,481人)

企 業 局 123 122 △1 異動後不補充による減
公会
営計

病 院 局 1,583 1,590 7 医療提供体制の拡充による増など
企部
業門

小 計 1,706 1,712 6

合 計 17,325 17,320 △5 (参考:人口10万人あたり職員数 1,643人)
[20,233] [20,233] [0]

（注）１「知事部局等」には議会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局等を含む。
２「公立学校教職員」は、県立学校教職員及び市町村立学校県費負担教職員
３［ ］内は、条例定数の合計
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② 定 員 管 理 の 数 値 目 標 及 び 進 捗 状 況

こ れ ま で の 事 務 事 業 の 徹 底 し た 見 直 し や 業 務 の ア ウ ト ソ ー シ
ン グ 等 の 推 進 に よ り 、 令 和 ４ 年 度 当 初 の 知 事 部 局 等 の 職 員 数 は
3 , 7 8 5人 と な り ま し た 。
今 後 も 、 無 駄 の な い 人 員 体 制 を 構 築 す る こ と は も ち ろ ん で す

が 、 厳 し さ を 増 す 財 政 状 況 の 中 で 県 民 サ ー ビ ス の 水 準 を 維 持 し
な が ら 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 や 危 機 事 象 へ の 対 応 、 県 勢 発 展 に
向 け た 取 組 等 の 新 た な 行 政 需 要 に 応 え て い く た め 、 増 員 に つ い
て は 、 削 減 分 の 一 部 を も っ て こ れ に 充 て る ス ク ラ ッ プ ・ ア ン ド
・ ビ ル ド を 基 本 と す る な ど 、 引 き 続 き 適 正 な 定 員 管 理 に 努 め て
い き ま す 。
な お 、 公 立 学 校 教 職 員 や 警 察 官 に つ い て は 、 法 令 で 定 め ら

れ た 定 員 基 準 等 に 基 づ い た 適 正 な 定 員 管 理 を 行 う と と も に 、 企
業 局 や 病 院 局 に つ い て は 、 公 営 企 業 経 営 の 観 点 か ら 収 益 を 確 保
す る た め の 柔 軟 な 人 員 配 置 を 行 い ま す 。

知事部局等の定員管理の数値目標及び進捗状況

H27.4.1 H31.4.1 R5.4.1

知事部局等（人） 3,808 → 3,783 → 約3,800（目標値※）

H27.4.1との対比 - △25 （H31と同水準）

※みやざき行財政改革プラン（第三期）（令和元年６月策定）

令和５年度当初において、平成31年度当初と同水準で定員管理を行うこととして

いる。
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２ 職員の人事評価の状況

職員一人ひとりの意欲・能力を高め、組織力の向上を図ることを目的として、各任命

権者は、人事評価を実施することとしております。

知事部局等（議会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局等を含

む。）、企業局、病院局、教育委員会、警察本部における令和３年度の人事評価制度は、

次のとおりです。

① 知事部局等、企業局、病院局、教育委員会（県立及び市町村立学校職員を除く。）

対象者 一般職に属する職員

（被評価者の範囲） （育休・休職中職員等を除く。）

評価体制 一次評価者、二次評価者及び総括評価者の複数の上司が評価

（評価者は、被評価者の管理監督者）

評価方法 ア 能力・行動評価【年１回】

： 職務を遂行する上での行動や発揮した能力を評価

イ 業績評価【年２回】

： 職務を遂行する上での業務目標等への取組の成果を評価

ウ 人事評価（総合評価）【年１回】

： ア、イの評価結果に基づき、総合的に評価

② 教育委員会（県立及び市町村立学校職員）

対象者 全職員

（被評価者の範囲） （教育職以外の臨時的任用職員、非常勤職員、育休・休職中職

員等を除く。）

評価体制 一次評価者及び二次評価者が評価を行い、調整者が公平性を配

慮した上で評価結果を総体的に調整

（評価者及び調整者は、被評価者の管理監督者）

評価方法 ア 職務行動評価【年１回】

： 職務を遂行する上での行動や発揮した能力を評価

イ 役割達成度評価【年１回】

： 職務を遂行する上での業務目標等への取組の成果を評価
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③ 警察本部

対象者 全警察職員

（被評価者の範囲） （地方警務官、警察職員以外の臨時的任用職員、非常勤職員、

育休・休職中職員等を除く。）

評価体制 一次評価者、二次評価者、調整者及び確認者の複数の上司が評

価

（評価者、調整者及び確認者は、被評価者の管理監督者）

評価方法 ア 能力評価【年１回】

： 職務を遂行する上での行動や発揮した能力を評価

イ 業績評価【年２回】

： 職務を遂行する上での業務目標等への取組の成果を評価

ウ 人事評価（年間総合評価）【年１回】

： ア、イの評価結果等に基づき、総合的に評価
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３ 職員の給与の状況

［給与決定のしくみ］

職員（知事、県議会議員等の特別職を除く。以下同じ。）の給与は、地方公務員法により、

生計費、国や他の地方公共団体の職員の給与、民間事業従事者の給与などを考慮して定めるこ

ととされており、専門的第三者機関である県人事委員会が、毎年、県内の民間事業者の給与の

実態や生計費、物価などを調査し、国家公務員給与についての人事院勧告の内容などを参考に

して、職員の給与についての勧告を行っています。

職員の給与は、この人事委員会勧告に基づき、国や他の地方公共団体との均衡も考慮して、

県議会の審議を経て条例で定められています。

［職員の給与の概要］

職員の給与は、基本給としての給料と期末・勤勉手当（いわゆるボーナス）、扶養手当、住

居手当、通勤手当、退職手当などの職員手当からなっており、その内容は、国家公務員の給与

に準じたものになっています。

(1) 総 括

① 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 (参考)

(4.1.1) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ ２年度の人件費率

３年度 人 千円 千円 千円 ％ ％

1,078,313 697,283,029 5,296,204 147,629,376 21.2 22.3

② 職員給与費の状況（普通会計決算）

区 分 職員数 給 与 費 (参考)

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ １人当たり

給与費

B/A

３年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

16,805 68,827,940 11,483,007 26,285,667 106,596,614 6,343

(注)１ 職員手当には退職手当を含みません。

２ 職員数は、３年４月１日現在の人数です（学校に勤務する臨時講師等を含みません）。

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員（フ

ルタイム）の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。

４ 学校に勤務する臨時講師等を含めた場合の１人当たりの給与費は、６，１９４千円になります。

5



③ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注) １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

２ ()書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手

当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

(補正前のラスパイレス指数×(１＋当該団体の地域手当支給率)／(１＋国の指定基準に基づく地

域手当支給率)により算出。)

④ 給与改定の状況

ア 月例給

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間給与 公務員給与 較差 勧告 給与改定率 国の改定率

Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

３年度 円 円 円

350,132 349,903 229 改定なし 改定なし 改定なし

（0.07％）

(注) 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額です。

イ 特別給（期末・勤勉手当）

人事委員会の勧告 (参考)

区 分 民間の支給 公務員の 較差 勧告 年間支給月数 国の年間

割合 Ａ 支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数） 支給月数

３年度 月 月 月 月 月 月

4.34 4.45 △0.11 4.35 4.35 4.45

(注) 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。
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⑤ 特記事項

本県では、厳しい財政状況などを踏まえ、今後も引き続き行財政改革を推進するため、令

和元年６月に「みやざき行財政改革プラン（第三期）」を策定し、人件費については、適正

な定員管理・給与管理を行い、総人件費の伸びを抑制することとしています。

なお、これまでの取り組みとしては

○給与構造改革に伴う給与制度の改正（給料表を約４．８％引き下げ）

〇給与制度の総合的見直し（給料表を約２％引き下げ）

○退職手当の引き下げ

○５５歳以上職員の標準の勤務成績での昇給停止

などを実施してきています。

また、これ以外にも、日当の廃止など旅費制度の抜本的な見直しを行っています。

(2) 職員の平均給与月額、初任給等の状況

① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（３年４月１日現在）

ア 一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

宮崎県 42.9歳 313,787円 383,296円 338,969円

イ 高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

宮崎県 46.1歳 376,422円 422,316円

ウ 小・中学校（幼稚園）教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

宮崎県 45.4歳 365,858円 406,769円

エ 警察職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

宮崎県 38.1歳 311,262円 412,563円 337,120円

(注)１ 「平均給料月額」とは、３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに

されているものです。

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤

務手当等を除いたもの）で再計算しています。

7



② 職員の初任給の状況（３年４月１日現在）

区 分 宮 崎 県 国

一 般 行 政 職 大 学 卒 182,20 0 円 182,20 0円

高 校 卒 150,60 0 円 150,60 0円

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 204,00 0 円 －

小・中学校教育職 大 学 卒 204,00 0 円 －

警 察 職 大 学 卒 203,80 0 円 211,400円

高 校 卒 173,40 0 円 173,400円

③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（３年４月１日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職 大 学 卒 258,900 円 353,100 円 375,900 円 390,200 円

高 校 卒 216,500 円 306,200 円 356,100 円 371,600 円

高 等 学 校 教 育 職 大 学 卒 299,500 円 386,100 円 419,700 円 432,700 円

小 ・ 中 学 校 教 育 職 大 学 卒 298,300 円 383,600 円 408,800 円 424,700 円

警 察 職 大 学 卒 278,000 円 376,000 円 410,300 円 417,300 円

高 校 卒 253,000 円 331,300 円 366,000 円 408,600 円

(注) 技能労務職は該当する職員がいないため、平均給料月額を掲載していません。
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(3) 一般行政職の級別職員数等の状況

① 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（３年４月１日現在）

区 分 基準となる職務 職員数 構成比 １号給の 最高号給の

給料月額 給料月額

１ 級 主事又は技師の職務 人 ％ 円 円

454 11.8 146,100 247,600

２ 級 高度な知識又は経験を必要とする業務を行 人 ％ 円 円

う主事又は技師の職務 509 13.2 195,500 304,200

３ 級 １ 主査の職務 人 ％ 円 円

２ 主任主事又は主任技師の職務 774 20.0 231,500 350,000

４ 級 １ 出先機関の課長の職務 人 ％ 円 円

２ 主幹の職務 1,225 31.7 264,200 384,200

３ 副主幹の職務

４ 困難な業務を行う主査の職務

５ 級 １ 本庁の課長補佐の職務 人 ％ 円 円

２ 委員会等の事務局の課長補佐の職務 583 15.1 289,700 393,000

３ 困難な業務を行う出先機関の課長の職

務

４ 困難な業務を行う主幹の職務

６ 級 １ 本庁の課長又は室長の職務 人 ％ 円 円

２ 委員会等の事務局の課長の職務 224 5.8 319,200 410,200

３ 出先機関の長又は次長の職務

７ 級 １ 本庁の次長又は局長の職務 人 ％ 円 円

２ 困難な業務を行う本庁の課長又は室長 60 1.6 362,900 444,900

の職務

３ 委員会等の事務局の長の職務

４ 委員会等の事務局の次長の職務

５ 困難な業務を行う委員会等の事務局の

課長の職務

６ 困難な業務を行う出先機関の長又は次

長の職務

８ 級 １ 本庁の部長又は会計管理者の職務 人 ％ 円 円

２ 困難な業務を行う本庁の次長又は局長 23 0.6 408,100 468,600

の職務

３ 困難な業務を行う委員会等の事務局の

長の職務

４ 困難な業務を行う委員会等の事務局の

次長の職務

５ 特に困難な業務を行う出先機関の長の

職務

９ 級 １ 困難な業務を行う本庁の部長又は会計 人 ％ 円 円

管理者の職務 10 0.3 458,400 527,500

２ 特に困難な業務を行う委員会等の事務

局の長の職務

３ 特に重要かつ困難な業務を行う出先機

関の長の職務

(注)１ 宮崎県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
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② 昇給への人事評価の活用状況

令和３年４月２日から令和４年４月１日 管理職員 一般職員
までにおける運用

イ 人事評価を活用している ○ ○

活用している昇給区分 昇給可能な 昇給実績が 昇給可能な 昇給実績が

区分 ある区分 区分 ある区分

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

(4) 職員の手当の状況

① 期末手当・勤勉手当

宮 崎 県 国

１人当たり平均支給額（３年度） －

1,413千円

（令和３年度支給割合） （令和３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 月分 1.85 月分 2.55 月分 1.90 月分

( 1.40 )月分 ( 0.90 )月分 ( 1.45 )月分 ( 0.90 )月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～20% ・役職加算 5～20%

・管理職加算 10～25% ・管理職加算 10～25%

(注)１ 期末手当・勤勉手当の支給額は、給料の月額に一部の手当と役職段階に応じた額を加えた額に上記

支給割合を乗じた額になります。

２ ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

令和３年度中における運用 管理職員 一般職員

イ 人事評価を活用している ○ 〇

活用している成績率 支給可能な 支給実績が 支給可能な 支給実績が

成績率 ある成績率 成績率 ある成績率

上位、標準、下位の成績率 〔特定管理職員以外〕 〔特定管理職員以外〕

上位93.5/100以上 上位93.5/100以上 上位93.5/100以上 上位93.5/100以上

標準92.5/100 標準92.5/100 標準92.5/100 標準92.5/100

下位92.5/100未満 下位92.5 /10 0未満 下位92.5/100未満 下位92.5/100未満

〔特定管理職員〕 〔特定管理職員〕

上位113.5/100以上 上位113.5/100以上

標準112.5/100 標準112.5/100

下位112.5/100未満 下位112.5/100未満

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

② 退職手当（３年４月１日現在）

宮 崎 県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分 勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075月分 勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075月分

勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分 勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算 定年前早期退職者特例措置 その他の加算 定年前早期退職者特例措置

(2%～30%加算) (2%～45%加算)

○１人当たり平均支給額 自己都合 勧奨・定年

2,732千円 21,940千円

(注)１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当の調整額（職員が在

職した上位６０月分の調整月額の合計額）を加えて得た額になります。

２ 退職手当の１人当たり平均支給額は、３年度に退職した職員に支給された平均額です。

③ 地域手当（３年４月１日現在）

支 給 実 績（３年度決算） 70,115 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 745,900 円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 国の制度（支給率）

東京都 特別区 39人 20.0％ 20.0％

府中市 1人 15.0％ 15.0％

大阪府 大阪市 8人 16.0％ 16.0％

福岡県 福岡市 10人 10.0％ 10.0％

太宰府市 2人 6.0％ 6.0％

医 師 24人 16.0％ 16.0％

県内全市町村 16,710人 0％ 0％

平 均 支 給 率 0.0％ 0.0％

(注) 「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合

の加重平均の支給率です。
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④ 特殊勤務手当（３年４月１日現在）

支給実績（３年度決算） 672,439 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 37,157 円

手当の種類（手当数） 38（重複する手当を１とした場合）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支

(３年度決算) 給単価

県税事務手当 県税事務所職員 納税義務者等を訪問して行う 967千円 日額700円

県税の賦課徴収

消防訓練指導手当 消防学校職員 屋外における消防訓練の指導 53千円 日額450円

業務

火薬類等事故調査 消防保安課職員 火薬類又は高圧ガスの製造施 3千円 日額750円

手当 設に係る事故が発生した場合

における事故調査

社会福祉業務手当 福祉事務所職員 生活保護法等に基づき行う福 11,102千円 日額600円～950円

祉に関する業務

感染症予防等手当 保健所職員 感染症又は結核に感染するお 20,579千円 日額290円

それのある業務 ～4,000円

精神保健福祉業務 保健所職員 精神保健福祉法に基づき行う 417千円 日額600円

手当 業務

狂犬病防疫等手当 保健所職員 狂犬病予防法等に基づき行う 427千円 日額220円～440円

業務

麻薬取締手当 医療薬務課職員 麻薬取締法に基づき行う業務 0千円 日額550円

深夜看護手当 こども療育センター 深夜において行われる看護業 8,910千円 勤務１回につき

職員 務 2,000円～3,300円

家畜伝染病防疫等 家畜保健衛生所職員 家畜伝染病予防法等に基づき 9,628千円 日額260円～800円

手当 行う業務

放射線取扱手当 工業技術センター職 レントゲンその他の放射線を 15千円 日額230円

員 照射する作業

特殊現場作業手当 土木事務所職員 地上10ｍ以上の足場の不安定 43千円 潜水作業

な箇所等で行う工事の検査等 １時間310円

～1,500円

その他

日額220円～560円

用地交渉手当 土木事務所職員 公共事業に必要な土地の取得 69千円 日額650円

等に係る交渉 深夜加算50/100

有害物取扱手当 総合農業試験場職員 青酸ガス等を使用して行うく 0千円 日額290円

ん蒸作業

漁業取締等手当 漁業管理課職員 船舶に乗り組み行う漁業取 580千円 日額550円

締、海難救助又は漁ろう作業

航空機搭乗業務手 消防保安課職員 航空機に搭乗して行う観測等 0千円 １時間1,900円

当 危険等業務加算

30/100

通信教育手当 県立学校職員 通信教育を本務としない職員 65千円 添削一枚40円

が行う添削指導等 面接指導
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１時間1,720円

漁ろう実習指導等 県立学校職員 実習船に乗り組み行う水産に 719千円 日額1,700円

業務手当 関する実習指導等の業務

教員特殊業務手当 県立学校職員 非常災害時の児童等の保護、 320,936千円 日額900円

市町村立学校職員 修学旅行等の引率等 ～8,000円

教育業務連絡指導 県立学校職員 地方教育行政の組織及び運営 86,948千円 日額200円

手当 市町村立学校職員 に関する法律に基づく教育に

関する業務

夜間定時制業務手 県立学校職員 正規の勤務時間による勤務の 264千円 日額190円

当 全部又は一部が午後５時以降

において行われる業務

潜水作業手当 県立学校職員 潜水して行う検査等 14千円 １時間310円

～1,500円

多学年学級担当手 市町村立学校職員 二以上の学年の児童等で編成 5,130千円 日額290円～350円

当 される学級を担当する職員が

行う授業等

特殊作業手当 警察職員 主として私服員の従事する犯 71,296千円 日額500円

罪予防及び捜査並びに被疑者

逮捕作業

指紋、手口若しくは写真又は 1,330千円 日額250円～500円

理化学の知識、法医学の知識

若しくは銃器弾薬類の知識を

利用する犯罪鑑識作業

交通取締用自動車その他特殊 9,664千円 日額340円～450円

自動車運転作業

留置施設看守作業 4,179千円 日額240円

交通捜査作業 21,115千円 日額340円～500円

火薬類取締作業 116千円 日額750円

死体取扱作業 23,673千円 １体につき

1,100円～3,200円

警ら作業 24,018千円 日額280円

潜水作業 17千円 １時間310円

～1,500円

夜間特殊作業 41,816千円 １回410円～980円

爆発物処理等作業 0千円 爆発物処理１回

4,600円

特殊危険物質による

被害の危険がある作

業

日額250円～4,600円

捜索救難、犯罪捜査、警備又 1,257千円 １時間1,900円

は交通取締りのための航空機 ～2,200円
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搭乗作業

犯罪予防及び捜査並びに被疑 1,431千円 １回1,240円

者逮捕、犯罪鑑識、交通取締

り又は爆発物処理等のための

夜間緊急作業

航空機操縦作業 4,013千円 １時間7,200円

航空機整備作業 906千円 日額1,660円

航空機搭乗危険作業 104千円 １時間570円

～1,530円

災害警備等作業 559千円 日額840円

福島第一原発事故に

係る作業

日額660円

～40,000円

身辺警護等作業 67千円 日額640円

～1,150円

銃器犯罪捜査作業 0千円 日額600円

～1,200円

防疫等作業手当 8千円 日額3,000円

～4,000円

⑤ 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ３ 年 度 決 算 ） 2,669,001千円

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 344千円

支 給 実 績 （ ２ 年 度 決 算 ） 2,728,785千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 415千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（３年度決算）」と同じ年度の４月

１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除

く。）であり、短時間勤務職員を含む。
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⑥ その他の手当（３年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価 国の制 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

度との 異なる内容 (３年度決算) 平 均 支 給 年 額

異同 （３年度決算）

管理職手当 管理又は監督の地位にあ 同 － 941,112千円 743,962円

る職員に支給

・給料表別、職務の級別

等により定額

最高130,300円

初 任 給 調 整 医学等に関する専門知識 異 獣医師に係 113,426千円 953,162円

手当 を必要とし、かつ採用に る 手 当 額

よる欠員補充が困難な職 （国は支給

に採用された職員に、採 なし）

用から 35年以内（獣医師

は15年以内）の期間支給

・医師等最高368,400円

・獣医師最高 30,000円

扶 養 手 当 扶養親族のいる職員に支給 同 － 1,814,432千円 263,687円

・配偶者 6,500円

・配偶者以外 6,500円

（子10,000円）

16歳から 22歳の子１人に

つき 5,000円加算

住 居 手 当 住居を借り受け、又は所 同 － 1,490,832千円 306,314円

有している職員に支給

・借家 最高28,000円

通 勤 手 当 通 勤距 離が 片道 2 k m以 上 異 交通用具使 1,677,872千円 132,293円

で、交通機関を利用又は 用者に係る

交通用具を使用して通勤 手当額（本

している職員に支給 県の通勤実

・交通機関利用 定期券等 態等を考慮

の価額 して設定）

（特急利用者には、特急

定期券の価額の1/2（特急

以外での通勤が困難な場

合は2/3）を加算）

・交通用具使用距離に応

じて 2,000円～55,000円
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単 身 赴 任 手 公署を異にする異動等に 同 － 248,757千円 409,141円

当 伴い転居し、やむを得な

い事情により配偶者等と

別居して単身で生活する

ことを常況とする職員に

支給

・ 30,00 0円＋配偶者等と

の距離に応じた加算額

特 地 勤 務 手 交通至難な地その他生活 同 － 39,679千円 461,388円

当 の不便な地域に勤務する

職員に支給

・給料の 4/ 1 0 0～ 2 5 / 1 0 0

（地域区分による）

へき地手当 へき地学校に勤務する教 － － 154,073千円 404,392円

員に支給

・給料の 1/ 1 0 0～ 2 2 / 1 0 0

（地域区分による）

定 時 制 通 信 定時制通信教育に従事す － － 35,372千円 234,249円

教育手当 る教員に給料の4/100～6/

100を支給

産 業 教 育 手 農業等に関する課程を置 － － 79,679千円 225,081円

当 く高校で、実習を伴う農

業等の科目を主として担

任する教員に給料の5/100

（定時制通信教育手当を

受ける者は3/100）を支給

農 林 漁 業 普 農業改良助長法等に基づ － － 38,701千円 240,381円

及指導手当 く業務を本務とする職員

に支給

・6/100（管理職手当を受

ける者は3/100）

休 日 勤 務 手 休日等において正規の勤 同 － 330,649千円 42,576円

当 務時間中に勤務した職員

に支給

・１時間当たりの給与額

×135/100×勤務時間数

夜 間 勤 務 手 午後 10時から翌日の午前 同 － 113,850千円 14,660円

当 ５時までの間において正

規の勤務時間として勤務

した職員に支給

・1時間当たりの給与額×

25/100×勤務時間数

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた 同 － 522,442千円 31,061円

職員が宿日直勤務を行っ

た場合に支給

・勤務１回につき勤務内

容により4,400円～21,000円
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管 理 職 員 特 管理職手当受給対象職員 同 － 9,622千円 7,606円

別勤務手当 が臨時又は緊急の必要等

により週休日等に勤務し

た場合に支給

・勤務１回につき管理職

手当区分に応じて4,000円

～12,000円

義 務 教 育 等 小中学校に勤務する教員 － － 617,221千円 71,728円

教 員 特 別 手 に支給

当 ・職員の区分に応じて

2,000円～8,000円

(5 ) 特 別 職の 報酬 等の状況（ ３年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 1,240, 00 0円

料 副 知 事 980,0 00円

報 議 長 980,00 0円

副 議 長 890,00 0円

酬 議 員 780,00 0円

期 知 事 （３年度支給割合）

末 副 知 事 ３．２５月分

手 議 長 （３年度支給割合）

当 副 議 長 ３．２５月分

議 員

退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

職 知 事 124万 円 × 在職月数× 0.65 38, 688 ,0 00円 任 期 ごと

手 副 知 事 98万 円 × 在職月数× 0.46 21, 638 ,4 00円 任 期 ごと

当 備 考

(注)１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期

（４年＝４８月）務めた場合における退職手当の見込額です。
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(6) 公営企業職員の状況

① 電気事業

ア 職員給与費の状況

(ア) 決算

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める職員 (参考)

質収支 給与費比率 ２年度の総費用に占める

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 職員給与費比率

３年度 千円 千円 千円 ％ ％

4,543,369 35,328 986,423 21.7 23.2

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A

３年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

120 457,237 102,158 179,071 738,466 6,154

(注)１ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和４年３月３１日現在の人数です。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（３年４月１日現在）

区分 年齢 基本給 平均月収額

宮 崎 県 45.0歳 334,300円 515,549円

団 体 平 均 42.2歳 357,206円 558,503円

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

２ 平均月収額は３年度支給実績による数値を記載しています。

ウ 職員の手当の状況

(ア) 期末手当・勤勉手当

宮 崎 県

１人当たり平均支給額（３年度）

1,492 千円

（３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5 月分 1.85 月分

( 1.4 )月分 ( 0.9 )月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
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(イ) 退職手当（３年４月１日現在）

宮 崎 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075 月分

勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職者特例措置

(2%～30%加算)

１人当たり平均支給額 0 千円

(注)１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当の調整額（職員が

在職した上位６０月分の調整月額の合計額）を加えて得た額になります。

２ 退職者なし。

(ウ) 地域手当（３年４月１日現在）

支 給 実 績（３年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都（特別区） 20 ％ 0 人 20 ％

大阪府（大阪市） 16 ％ 0 人 16 ％

福岡県（福岡市） 10 ％ 0 人 10 ％

(エ) 特殊勤務手当（３年４月１日現在）

支給実績（３年度決算） 4,271千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 51,967 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 62.9 ％

手当の種類（手当数） 6種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給

(３年度決算) 単価

特殊現場作業手当 企業局職員 電気設備等の維持修繕等 1,529千円 日額220円～560円

の現場作業

深夜特殊業務手当 総合制御課職員 深夜において行う発電所 2,628千円 勤務1回につき3,600

等の運転業務 円

航空機搭乗業務手 企業局職員 航空機に搭乗して行う観 0千円 1時間につき1,900円

当 測、調査等の業務

家畜伝染病防疫手 企業局職員 家畜伝染病予防法に基づ 0千円 日額380円

当 き行う業務

用地交渉手当 企業局職員 公共事業に必要な土地の 0千円 日額650円

取得等に係る交渉 深夜加算50/100

感染症予防等手当 企業局職員 新型コロナウイルス感染 114千円 日額3,000円

症の軽症者等に係る宿泊

療養施設における作業

(オ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ３ 年 度 決 算 ） 55,328 千円

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 508 千円

支 給 実 績 （ ２ 年 度 決 算 ） 61,687 千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 582 千円
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(カ) その他の手当

一般行政 一般行政職の
支給実績

支給職員1人当た

手当名 内容及び支給単価 職の制度 制度と異なる
（３年度決算）

り平均支給年額

との異同 内容 （３年度決算）

管理職手当 同 － 8,045千円 1,005,600円

扶 養 手 当 同 － 14,888千円 225,579円

住 居 手 当 同 － 9,805千円 280,150円

通 勤 手 当 同 － 7,219千円 83,945円

単身赴任手当 同 － 0千円 0円

休日勤務手当 同 － 692千円 21,614円

夜間勤務手当 同 － 3,230千円 46,818円

宿日直手当 同 － 2,831千円 49,658円

(注)手当の内容及び支給単価は、知事部局と同じです。

② 工業用水道事業

ア 職員給与費の状況

(ア) 決算

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める職員 (参考)

質収支 給与費比率 ２年度の総費用に占める

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 職員給与費比率

３年度 千円 千円 千円 ％ ％

321,594 32,112 54,123 16.8 16.4

区 分 職員数 給 与 費 一人当た

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A

３年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

6.9 24,761 8,821 8,547 42,129 6,106

(注)１ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和４年３月３１日現在の人数で、内0.9人は地域振興事業との兼務です。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（３年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

宮 崎 県 39.3歳 272,721円 503,034円

団 体 平 均 44.3歳 348,807円 536,371円

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

２ 平均月収額は３年度支給実績による数値を記載しています。
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ウ 職員の手当の状況

(ア) 期末手当・勤勉手当

宮 崎 県

１人当たり平均支給額（３年度）

1,170 千円

（３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5 月分 1.85 月分

( 1.4 )月分 ( 0.9 ) 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(イ) 退職手当（３年４月１日現在）

宮 崎 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075 月分

勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職者特例措置

(2%～30%加算)

１人当たり平均支給額 0 千円

(注)１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当の調整額（職員が

在職した上位６０月分の調整月額の合計額）を加えて得た額になります。

２ 退職者なし。

(ウ) 地域手当（３年４月１日現在）

支 給 実 績（３年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都（特別区） 20 ％ 0 人 20 ％

大阪府（大阪市） 16 ％ 0 人 16 ％

福岡県（福岡市） 10 ％ 0 人 10 ％
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(エ) 特殊勤務手当（３年４月１日現在）

支給実績（３年度決算） 186 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 30,987 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 4.7 ％

手当の種類（手当数） 6 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給

(３年度決算) 単価

特殊現場作業手当 企業局職員 電気設備等の維持修繕等 186千円 日額220円～560円

の現場作業

深夜特殊業務手当 総合制御課職員 深夜において行う発電所 0千円 勤務1回につき3,600

等の運転業務 円

航空機搭乗業務手 企業局職員 航空機に搭乗して行う観 0千円 1時間につき1,900円

当 測、調査等の業務

家畜伝染病防疫手 企業局職員 家畜伝染病予防法に基づ 0千円 日額380円

当 き行う業務

用地交渉手当 企業局職員 公共事業に必要な土地の 0千円 日額650円

取得等に係る交渉 深夜加算50/100

感染症予防等手当 企業局職員 新型コロナウイルス感染 0千円 日額3,000円

症の軽症者等に係る宿泊

療養施設における作業

(オ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ３ 年 度 決 算 ） 2,899 千円

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 592 千円

支 給 実 績 （ ２ 年 度 決 算 ） 2,923 千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 597 千円

(注)支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）は、地域振興事業との兼務分を含みます。

(カ) その他の手当

一般行政 一般行政職の
支給実績

支給職員1人当た

手当名 内容及び支給単価 職の制度 制度と異なる
（３年度決算）

り平均支給年額

との異同 内容 （３年度決算）

管理職手当 同 － 1,439千円 719,400円

扶 養 手 当 同 － 576千円 192,000円

住 居 手 当 同 － 816千円 272,000円

通 勤 手 当 同 － 1,467千円 212,618円

単身赴任手当 同 － 0千円 0円

休日勤務手当 同 － 16千円 8,244円

夜間勤務手当 同 － 223千円 55,681円

宿日直手当 同 － 1,199千円 199,800円

(注)１ 支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）は、地域振興事業との兼務分を含みます。

２ 手当の内容及び支給単価は、知事部局と同じです。
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③ 地域振興事業

ア 職員給与費の状況

(ア) 決算

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める職員 (参考)

質収支 給与費比率 ２年度の総費用に占める職

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 員給与費比率

３年度 千円 千円 千円 ％ ％

16,468 2,064 606 3.7 2.6

区 分 職員数 給 与 費

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A

３年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

0.1 348 53 73 474 4,740

(注)１ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和４年３月３１日現在の人数です。

３ １人当たり給与費は、工業用水道事業との兼務分を含みます。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（３年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

宮 崎 県 60.0歳 289,700円 393,330円

団 体 平 均 46.1歳 357,024円 558,924円

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

２ 平均月収額は３年度支給実績による数値を記載しています。

ウ 職員の手当の状況

(ア) 期末手当・勤勉手当

宮 崎 県

１人当たり平均支給額（３年度）

713 千円

（３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5 月分 1.85 月分

( 1.4 )月分 ( 0.9 ) 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
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(イ) 退職手当（３年４月１日現在）

宮 崎 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075 月分

勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職者特例措置

(2%～30%加算)

１人当たり平均支給額 0 千円

(注)１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当の調整額（職員が

在職した上位６０月分の調整月額の合計額）を加えて得た額になります。

２ 退職者なし。

(ウ) 地域手当（３年４月１日現在）

支 給 実 績（３年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都（特別区） 20 ％ 0 人 20 ％

大阪府（大阪市） 16 ％ 0 人 16 ％

福岡県（福岡市） 10 ％ 0 人 10 ％

(エ) 特殊勤務手当（３年４月１日現在）

支給実績（３年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 0 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 0 ％

手当の種類（手当数） 6 種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支

(３年度決算) 給単価

特殊現場作業手当 企業局職員 電気設備等の維持修繕等 0千円 日額220円～560円

の現場作業

深夜特殊業務手当 総合制御課職員 深夜において行う発電所 0千円 勤務1回につき3,600

等の運転業務 円

航空機搭乗業務手 企業局職員 航空機に搭乗して行う観 0千円 1時間につき1,900円

当 測、調査等の業務

家畜伝染病防疫手 企業局職員 家畜伝染病予防法に基づ 0千円 日額380円

当 き行う業務

用地交渉手当 企業局職員 公共事業に必要な土地の 0千円 日額650円

取得等に係る交渉 深夜加算50/100

感染症予防等手当 企業局職員 新型コロナウイルス感染 0千円 日額3,000円

症の軽症者等に係る宿泊

療養施設における作業

(オ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ３ 年 度 決 算 ） 16 千円

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 165 千円

支 給 実 績 （ ２ 年 度 決 算 ） 3 千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 33 千円

(注)支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）は、工業用水道事業との兼務分を含みます。
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(カ) その他の手当

一般行政 一般行政職の
支給実績

支給職員1人当た

手当名 内容及び支給単価 職の制度 制度と異なる
(３年度決算）

り平均支給年額

との異同 内容 （３年度決算）

管理職手当 同 － 0千円 0円

扶 養 手 当 同 － 0千円 0円

住 居 手 当 同 － 0千円 0円

通 勤 手 当 同 － 366千円 366,070円

単身赴任手当 同 － 0千円 0円

休日勤務手当 同 － 0千円 0円

夜間勤務手当 同 － 0千円 0円

宿日直手当 同 － 0千円 0円

(注)１ 支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）は、工業用水道事業との兼務分を含みます。

２ 手当の内容及び支給単価は、知事部局と同じです。

④ 県立病院事業

ア 職員給与費の状況

(ア) 決算

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める職員 (参考)

質収支 給与費比率 ２年度の総費用に占め

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ る職員給与費比率

３年度 千円 千円 千円 ％ ％

35,508,148 131,654 16,610,139 46.8 47.3

区 分 職員数 給 与 費 一人当

Ａ 給 料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A

３年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

1,784 6,254,398 3,746,478 1,905,351 11,906,227 6,674

(注)１ 職員手当には退職給与金、児童手当を含みません。

２ 職員数は、令和４年３月３１日現在の人数です。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（３年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

宮 崎 県

医 師 39.9歳 488,044円 1,172,424円

看 護 師 38.8歳 273,682円 429,924円

事務職員 42.7歳 319,713円 489,031円

団体平均

医 師 42.6歳 580,048円 1,451,390円

看 護 師 39.8歳 304,457円 494,316円

事務職員 44.2歳 348,967円 549,991円

事業者

(注)１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

２ 平均月収額は３年度支給実績による数値を記載しています。
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ウ 職員の手当の状況

(ア) 期末手当・勤勉手当

宮 崎 県

１人当たり平均支給額（３年度）

1,337 千円

（３年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5 月分 1.85 月分

( 1.4 )月分 ( 0.9 ) 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。

(イ) 退職手当（３年４月１日現在）

宮 崎 県

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤 続 2 0 年 19.6695月分 24.586875月分

勤 続 2 5 年 28.0395月分 33.27075 月分

勤 続 3 5 年 39.7575月分 47.709 月分

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 定年前早期退職者特例措置

(2%～30%加算)

１人当たり平均支給額 3,018 千円

(注)１ 退職手当の額は、退職手当の基本額（退職時給料月額×支給率）に、退職手当の調整額（職員が

在職した上位６０月分の調整月額の合計額）を加えて得た額になります。

２ １人当たり平均支給額は、平成31年度から令和３年度までに退職した職員に支給された平均額で

す。

(ウ) 地域手当（３年４月１日現在）

支 給 実 績（３年度決算） 245,320 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 843,026 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医師 16 ％ 291 人 － ％
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(エ) 特殊勤務手当（３年４月１日現在）

支給実績（３年度決算） 354,731千円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 286,536円

職員全体に占める手当支給職員の割合（３年度） 70.0％

手当の種類（手当数） 8

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する支給

（３年度決算） 単価

感染症予防等手当 県立病院職員 感染症又は結核に感染する 62,720千円 日額290円～4,000円

おそれのある業務

精神保健福祉業 県立病院職員 精神保健福祉法に基づき 0千円 日額600円

務手当 行う業務

深夜看護手当 県立病院職員 深夜において行われる看護 247,966千円 日額2,000円～3,300

業務 円

放射線取扱手当 県立病院職員 レントゲンその他の放射線 4,408千円 日額230円

を照射する業務

精神医療業務手当 県立病院職員 精神病患者の診療に直接従 5,890千円 日額310円～880円

事する業務

救急医療体制確保 県立病院職員 勤務時間外の呼出により救 28,956千円 勤務１回につき

手当 急医療に従事する業務 6,00 0円（４時間未

満）、12,000円（４

時間以上）

専門看護手当 県立病院職員 専門看護師又は認定看護師 1,519千円 専門看護師日額250

が従事する認定分野の業務 円、認定看護師日額

150円

特別診療手当 県立病院職員 院長、副院長の正規の勤務 3,272千円 １時間2,000円

時間外における手術、救急

医療等の業務

(オ) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ３ 年 度 決 算 ） 1,458,388千円

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算） 838千円

支 給 実 績 （ ２ 年 度 決 算 ） 1,321,614千円

職員１人当たり平均支給年額（２年度決算） 780千円

(カ) その他の手当

一般行政 一般行政職の
支給実績

支給職員1人当た

手当名 内容及び支給単価 職の制度 制度と異なる
（３年度決算）

り平均支給年額

との異同 内容 （３年度決算）

扶 養 手 当 同 － 151,983千円 253,304円

住 居 手 当 同 － 179,147千円 292,246円

通 勤 手 当 同 － 149,009千円 132,218円

初任給調整手当 同 － 908,282千円 4,224,566円

(注)手当の内容及び支給単価は、知事部局と同じです。
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４ 職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 及 び 休 業 の 状 況

職 員 の 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 は 、 国 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体

の 職 員 と の 間 に 権 衡 を 失 し な い よ う に 考 慮 し て 、 条 例 等 で 定 め て

い ま す 。

( 1 ) 勤 務 時 間

一 般 的 な 職 員 の 勤 務 時 間 は 次 の と お り で す が 、 交 替 制 勤 務 職

員 な ど 、 勤 務 の 特 殊 性 に よ り こ の 勤 務 時 間 に よ り 難 い 場 合 は 、

別 に 定 め て い ま す 。

１週間の １ 日 の 勤 務 時 間 の 割 振 り

勤務時間 勤務時間 始 業 終 業 休 憩 時 間

38時 間 45分 7時間 45分 8時30分 17時15分 12時から13時

( 2 ) 休 暇

給 与 が 支 給 さ れ る 有 給 休 暇 と し て は 、 事 由 を 問 わ ず 毎 年 付 与

さ れ る 年 次 休 暇 と 、 結 婚 、 出 産 等 の 特 定 の 事 由 に 基 づ い て 認 め

ら れ る 特 別 休 暇 等 が あ り ま す 。 ま た 、 給 与 が 支 給 さ れ な い 無 給

休 暇 と し て 、 介 護 休 暇 等 が あ り ま す 。

年 次 休 暇 の 任 命 権 者 別 平 均 取 得 日 数 （ 令 和 ３ 年 (暦 年 ) 単 位 ： 日 ）

区 分 知 事 部 局 教 育 委 員 会 警 察 本 部 各 種 委 員 会 全 部 局

取 得 日 数 1 2 . 8 4 1 1 . 8 5 1 4 . 9 2 1 5 . 3 2 1 2 . 5 6

( 3 ) 育 児 休 業

子 （ ３ 歳 未 満 ） を 養 育 す る 職 員 の 継 続 的 な 勤 務 を 促 進 す る た

め 、 育 児 休 業 制 度 を 設 け て い ま す 。

育 児 休 業 の 任 命 権 者 別 取 得 者 数 （ 令 和 ３ 年 度 単 位 ： 人 ）

区 分 知 事 部 局 教育委員会 警 察 本 部 各種委員会 全 部 局

取 得 者 数 計 1 3 4 3 9 1 1 2 4 0 6 4 9

8 8 2 0 6 9 0 0 3 8 4
内 訳

4 6 1 8 5 3 4 0 2 6 5

※ 内 訳 の 上 段 は 令 和 ３ 年 度 に 新 た に 取 得 し た 者 、 下 段 は 令 和 ２ 年 度 以 前 か

ら 引 き 続 き 取 得 し て い る 者 の 人 数 。

５ 職 員 の 分 限 及 び 懲 戒 処 分 の 状 況

分 限 処 分 と は 、 職 員 が 十 分 に 職 責 を 果 た す こ と が で き な い 場 合

に 、 公 務 能 率 を 維 持 す る た め に 行 う 処 分 を い い 、 ま た 、 懲 戒 処 分

と は 、 職 員 の 義 務 違 反 に 対 し て 、 公 務 に お け る 秩 序 を 維 持 す る た

め に 職 員 の 責 任 を 追 求 す る 処 分 を い い ま す 。

な お 、 懲 戒 処 分 に 当 た っ て は 、 懲 戒 処 分 の 基 準 （ 平 成 1 7年 1 2月 ）

等 に 基 づ き 、 処 分 を 行 っ て い ま す 。

令 和 ３ 年 度 の 処 分 の 状 況 は 、 次 の と お り で す 。
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( 1 ) 分 限 処 分

分 限 処 分 の 状 況 （ 令 和 ３ 年 度 ） （単位：人）

処 分 理 由 地方公務員法 降 任 免 職 休 職 降 給 合 計 失 職

勤務実績が良くない場合 第28条第1項第1

号 0

心身の故障の場合 第28条第1項第2
1 3 8 7 3 8 8

号、第2項第1号

職に必要な適格性を欠く 第28条第1項第3

場合 号 0

職制、定数の改廃、予算 第28条第1項第4

の減少により廃職、過員 号

を生じた場合 0

刑事事件に関し起訴され 第28条第2項第2
1 1

た場合 号

条例で定める事由による 第27条第2項

場合 0

地方公務員法第28条第4項により失職した者

合 計 0 1 3 8 8 0 3 8 9 0

(注)１ 同一の者が複数回にわたって分限処分を受けた場合は、その数を重複して計上しています。

２ 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上しています。

( 2 ) 懲 戒 処 分

懲 戒 処 分 の 状 況 （ 令 和 ３ 年 度 ） （単位：人）

処 分 理 由 地方公務員法 戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計

法令に違反した場合 第29条第1項第1号 2 2 3 7

職務上の義務に違反し又は 第29条第1項第2号

職務を怠った場合 2 1 3

全体の奉仕者たるにふさわ 第29条第1項第3号

しくない非行のあった場合 1 2 1 4

合 計 5 4 1 4 1 4

(注) 同一の者が複数回にわたって懲戒処分を受けた場合は、その数を重複して計上しています。

６ 職 員 の 服 務 の 状 況

職 員 は 、 全 体 の 奉 仕 者 と し て 公 共 の 利 益 の た め に 勤 務 し 、 か つ 、

職 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、 全 力 を 挙 げ て こ れ に 専 念 し な け れ ば な

ら な い こ と と さ れ て お り 、 法 令 及 び 職 務 命 令 に 従 う 義 務 を は じ め

と し て 、 信 用 失 墜 行 為 の 禁 止 、 秘 密 を 守 る 義 務 、 職 務 に 専 念 す る

義 務 な ど 、 職 務 上 の 制 約 が 課 さ れ て い ま す 。

こ れ ら の 服 務 規 律 を 保 持 す る た め 、懲 戒 制 度 が 設 け ら れ て お り 、

さ ら に 制 度 の 趣 旨 を 徹 底 さ せ る た め 、 公 務 員 倫 理 に 関 す る 研 修 を

実 施 す る ほ か 、 適 宜 機 会 を と ら え て 必 要 な 指 導 徹 底 の 通 知 等 を 行

い 、 適 切 な 処 理 を 行 っ て い ま す 。

ま た 、 職 員 の 法 令 遵 守 の 確 保 を 図 る た め 、 平 成 1 8 年 ４ 月 １ 日 か

ら 公 益 通 報 制 度 を 実 施 し て い ま す 。 こ れ は 、 職 務 上 の 法 令 違 反 等

の 行 為 に つ い て 、 内 部 通 報 を 行 っ た 職 員 が 不 利 な 取 扱 を 受 け な い

よ う 保 護 す る 制 度 で す 。 な お 、 令 和 ３ 年 度 の 通 報 件 数 は あ り ま せ

ん 。
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７ 職 員 の 退 職 管 理 の 状 況

課 長 級 以 上 又 は 県 立 学 校 の 校 長 若 し く は 事 務 長 （ 行 政 職 給 料 表

６ 級 の 事 務 長 に 限 る 。） の 職 で 退 職 し た 者 が 、 離 職 後 ２ 年 間 に 再

就 職 し た 場 合 は 、 宮 崎 県 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 に よ

り 、 再 就 職 先 の 名 称 等 に つ い て 離 職 時 の 任 命 権 者 に 届 け 出 る こ と

と さ れ て い ま す 。

各 任 命 権 者 へ の 届 出 状 況 （ 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 時 点 ） は 、 次 の と

お り で す 。

令和３年度

任 命 権 者 課長級以上 うち 再 就 職 先 の 内 訳

退職者数 届出件数
公益法人等 学校法人等 その他の

営利法人 そ の 他
(人 ) (件 ) 非営利法人

知事部局等 7 3 3 6 1 9 1 7 5 4

教育委員会 1 8 8 2 6 0 0 0

警察本部 1 1 1 1 2 2 3 4 0

※公益法人とは、公益社団法人、公益財団法人、国立（公立）大学法人、認可法人とします。

※学校法人等とは、学校法人、医療法人、社会福祉法人とします。

８ 職 員 の 研 修 の 状 況

職 員 の 研 修 に つ い て は 、 職 員 の 勤 務 能 率 の 発 揮 及 び 増 進 を 目 的

に 各 任 命 権 者 ご と に 様 々 な 研 修 を 行 っ て い ま す 。

令 和 ３ 年 度 に 行 わ れ た 主 な 研 修 は 、 次 の と お り で す 。

職員研修の種別 研 修 の 内 容

自 己 啓 発 支 援 ・ 自 主 研 究

・ ｅ ラ ー ニ ン グ シ ス テ ム 研 修

職 場 研 修 支 援 ・ Ｏ Ｊ Ｔ 研 修 （ 日 常 業 務 を 通 じ た 専 門 研 修 ）

・ 所 属 研 修 （ 人 権 啓 発 、 温 暖 化 対 策 等 ）

・ コ ン プ ラ イ ア ン ス リ ー ダ ー 研 修

職 場 外 研 修 ・ 基 礎 研 修 （ 新 規 採 用 職 員 向 け 、 リ ー ダ ー 研 修

（ 研 修 所 等 ） 等 職 位 ご と の 研 修 ）

・ 選 択 研 修 （ 財 務 諸 表 の 基 礎 、 折 衝 ・ 交 渉 力 向

上 、 問 題 解 決 力 基 礎 、 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 等 ）

〃 ・ 自 治 大 学 校 派 遣

（ 派 遣 等 ） ・ 国 内 研 修 派 遣 （ 保 健 福 祉 、 家 畜 衛 生 、 特 殊 技

能 関 係 等 ）

・ 国 、 他 自 治 体 派 遣

・ 海 外 派 遣
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９ 職 員 の 福 祉 及 び 利 益 の 保 護 の 状 況

( 1 ) 福 利 厚 生 制 度

県 で は 、 地 方 公 務 員 法 、 労 働 安 全 衛 生 法 等 に 基 づ き 、 職 員 の

公 務 能 率 の 増 進 を 図 る た め 、 各 種 福 利 厚 生 事 業 を 実 施 し て い ま

す 。 令 和 ３ 年 度 の 実 施 状 況 は 次 の と お り で す 。

区 分 内容・実施状況

職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境づくり

職員の安全 を促進するため、以下の事業を実施しました。

衛生管理 ・職員安全衛生管理委員会，安全衛生委員会等の開催

・健康管理医、衛生管理者、安全管理者の養成

・安全衛生教育、作業環境調査及び改善指導の実施 等

職員が心身ともに健康な状態で、安心して業務に従事できるよ

職員の健康 う以下の事業を実施しました。

管理 ・健康診断及び保健指導の実施

・職員相談及び健康相談の実施

・メンタルヘルス対策の実施 等

職員の厚生に関する事業を以下のとおり実施しました。

その他 ・各種球技大会等の実施（全管球技大会等、一部の球技大会や

職場レクリエーションについては、新型コロナ感染症の影響

により中止）

・ライフプランセミナーの実施

・福利厚生施設の維持管理 等

(参 考 ) 職 員 互 助 会 の 状 況 （ 令 和 ３ 年 度 実 績 ）

[単 位 :人 、 百 万 円 ]

団 体 名 会 員 数 総 事 業 費 県 補 助 額

(一 社 )宮 崎 県 職 員 互 助 会 5 , 2 6 6 4 5 3 0

(一 社 )宮 崎 県 教 職 員 互 助 会 8 , 8 6 6 1 , 4 1 6 0

(一 財 )宮 崎 県 警 察 職 員 互 助 会 2 , 4 6 1 7 1 . 9 0

( 2 ) 利 益 の 保 護 の 状 況

職 員 の 利 益 は 、 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 要 求 制 度 及 び 不 利 益 処

分 に 関 す る 審 査 請 求 制 度 に よ っ て 保 護 さ れ て い ま す 。

勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 要 求 制 度 は 、 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の

勤 務 条 件 に 関 し 、 職 員 が 人 事 委 員 会 に 対 し て 地 方 公 共 団 体 の 当

局 に よ り 適 切 な 措 置 が 執 ら れ る べ き こ と を 要 求 す る 制 度 で あ り 、

ま た 、 不 利 益 処 分 に 関 す る 審 査 請 求 制 度 は 、 不 利 益 な 処 分 を 受

け た 職 員 が 人 事 委 員 会 に 対 し て 審 査 請 求 を 行 う こ と を 認 め る 制

度 で す 。

こ れ ら の 制 度 の 状 況 は 、「 第 ２ 令 和 ３ 年 度 に お け る 宮 崎 県

人 事 委 員 会 の 業 務 の 状 況 」 の ３ 及 び ４ の と お り で す 。
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　第２　令和３年度における宮崎県人事委員会の業務の状況

  　１　令和３年度職員の競争試験及び選考の状況

　 　 (1)　競争試験の状況

     　    職員の採用は、地方公務員法上、原則として競争試験によるものとされて

　      います。令和３年度の競争試験の状況は次のとおりです。

※１

種 採用 受験 受験 合 格  受験 合 格 競 争
区分試験 予定数 申込 者数 者 数  者数 者 数 倍 率

類 者数  B÷E
　人  Ａ 人  Ｂ 人 Ｃ 人  Ｄ 人 Ｅ 人 　倍

一般行政※2 55 554 435 185 160 84 5.2
一般行政（社会人） 5 233 163 32 29 10 16.3

警察事務 2 39 25 10 10 5 5.0

心　　理 1 8 7 7 5 2 3.5

社会福祉 1 12 9 5 4 2 4.5

電　　気 1 9 7 5 4 1 7.0

機械(社会人) 1 10 8 6 5 2 4.0

土　　木 14 33 28 27 21 14 2.0

土木(社会人) 2 4 3 3 3 2 1.5

建　　築 3 8 7 7 7 3 2.3

化　　学 1 10 8 8 5 2 4.0

農　　業 10 32 29 28 24 13 2.2

農業土木 2 5 4 4 3 2 2.0
農業土木（社会人） 1 4 3 2 1 0 －

畜　　産 5 9 9 8 7 5 1.8

林　　業 2 13 13 12 11 5 2.6

林業(社会人) 1 2 1 1 0 0 －

水　　産 3 13 9 9 8 4 2.3

管理栄養士 1 22 20 8 7 3 6.7

合　　計 111 1,020 788 367 314 159 5.0

一般事務 20 212 190 54 51 30 6.3

警察事務 2 44 38 8 8 5 7.6

電　　気 1 4 3 3 2 2 1.5

土　　木 5 29 28 20 19 14 2.0

農業土木 2 11 9 9 9 7 1.3

林　　業 2 5 4 4 3 2 2.0

合　　計 32 305 272 98 92 60 4.5

保健師 5 26 24 21 19 6 4.0

1 23 19 5 3 2 9.5

Ａ 男 性 18 126 80 54 44 22 3.6

Ａ 女 性 9 33 24 23 17 9 2.7

警 Ａ 情報工学 1 2 1 1 1 1 1.0

察 Ｂ 男 性 17 183 120 52 40 23 5.2

官 Ｂ 女 性 9 85 66 45 29 13 5.1

Ｂ 情報工学 1 4 1 1 1 0 －

合　　計 55 433 292 176 132 68 4.3

合　　計 204 1,807 1,395 667 560 295 4.7

第一次試験 第　二　次　試　験

臨床検査技師

大

学

卒

業

程

度

　※1　「採用予定数」は公告時点のものです。
　※2  「一般行政」には特別枠を含みます。

高
卒
程
度
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(2) 選考の状況

職員の採用は、地方公務員法上、原則として競争試験によるものとされていますが、

試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職等については、人事委員会の

承認を得て選考により採用が行われます。

令和３年度の採用選考者数は335人（前年度314人）です。

なお、職員の昇任選考については、平成28年の地方公務員法の改正を受けて、令和２

年度より人事委員会における選考を不要とし、各任命権者において実施することとされ

ています。

職種別採用状況 （単位：人）

行 公 研 医療職 医療職 医療職

給 料 表 政 安 究 計

職 職 職 (一) (二) (三)

採用選考者数 169 4 2 75 18 67 335
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況（令和３年）

人事委員会は、地方公務員法第８条、第14条及び第26条の規定に基づき、令和３年10月８日、

議会及び知事に対して、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

その概要は、次のとおりです。

「職員の給与等に関する報告及び勧告について」（令和３年10月８日）

(1) 職員の給与について

ア 民間給与との較差等に基づく給与改定

(ｱ) 民間給与との比較結果

職員（行政職）と民間事業の従事者（企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の事業

所のうち、131事業所を調査）の４月分の給与について、職種、役職段階、学歴、年齢が同等

の者同士で比較

ａ 月例給

民間の月例給との較差 229円(0.07%)

＜民間給与との較差＞

民間の給与（Ａ） 職員の給与（Ｂ） 較差（Ａ－Ｂ） （参考）人事院

３５０，１３２円 ３４９，９０３円
２２９円 △１９円

（０．０７％） （△０．００％）

※民間、職員ともに、本年度の新規採用者は含まれていない。

b 特別給（支給月数）

民間 ４．３４月 職員 ４．４５月

(ｲ) 給与改定の内容

「均衡の原則」に基づき検討した結果、次のとおり判断した。

＊｢均衡の原則」： 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の

給与その他の事情を考慮して定められなければならない。（地方公務員法第24条第2項）

ａ 月例給（給料表）の改定

民間給与との較差が小さく、人事院も同様に改定を見送っていることから、月例給の改定

はなし
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ｂ 特別給（ボーナス）

民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.10月分引下げ、人事

院勧告及び民間の特別給の支給状況等を踏まえ、引下げ分を期末手当に配分

このほか、令和４年度以降においては、6月期及び12月期の期末手当が均等になる

ように配分

（一般の職員の場合の支給月数）

区分 6月期 12月期

R3年度 期末手当 1.30 月 (支給済み) 1.20 月 (△0.10月)

勤勉手当 0.925月 (支給済み) 0.925月 (改定なし)

R4年度以降 期末手当 1.25 月 (△0.05月) 1.25 月 (△0.05月)

勤勉手当 0.925月 (改定なし) 0.925月 (改定なし)

(2) 公務運営の改善に関する報告について

ア 人材の確保・育成

(ｱ) 人材の確保

大学卒業程度採用試験において、多くの民間企業で採用されている試験を導入し、早期に

合格発表を行うことで受験者の確保を図ったところであるが、特に技術系職種については、

依然として厳しい状況が続いているため、不断の試験制度の見直しを行うとともに、啓発・

広報活動の一層の充実・強化を図っていく必要がある。

また、公務職場全体の魅力向上を図る観点から、給与を含め勤務条件の在り方について、

検討していく必要がある。

(ｲ) 人材の育成

人材の育成については、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応し、効率的な行政運営

を進めていくため、継続的かつ計画的に推進していく必要がある。

人事評価制度については、効果的な人材育成や組織の活性化等につながるよう適切に取り

組んでいく必要がある。また、政府において、制度の改善に向けた検討が行われているとこ

ろであり、その動向等を注視していく必要がある。

イ 女性職員の活躍推進

女性職員の活躍推進に向けて、女性の登用に係る目標への着実な推進やライフステージに応

じたキャリア形成のための支援を行うなど、今後とも積極的に取り組んでいく必要がある。

ウ 障がい者雇用の推進

障がい者雇用の持続的な推進に向けて、法の趣旨に沿った適切な採用選考を行うとともに、
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障がいの内容や程度に応じた適切な合理的配慮に留意しながら、職員が働きやすく、活躍でき

る職場づくりを積極的に進めていく必要がある。

エ 働き方改革と勤務環境の整備

限られた人員等の中で、効率的でより質の高い行政サービスを提供していくためには、職員

が心身ともに健康で、意欲をもって働けるように取組を進めることが重要である。

このため、今後とも働き方改革の意識を高め、職員が心身ともに健康に働くことのできる勤

務環境の整備を図る必要がある。

(ｱ) 長時間労働の是正

a 時間外勤務の縮減

時間外勤務の事前命令の徹底や業務の的確な進行管理等、マネジメントの強化を図り、組

織全体として業務量の削減や合理化・平準化に取り組む必要がある。

当委員会も、任命権者の取組を注視し、必要に応じ所属へのヒアリング等による実態の把

握を行う。

b 教員の業務負担の軽減

各学校においては、適切な出退勤管理により、客観的な在校等時間を把握し、業務改善に

つなげることが重要であり、さらに、学校全体で働き方等についての意識改革を進め、保護

者等の理解と協力を得ながら、教員の業務負担の軽減を確実に進めていく必要がある。

c 年次休暇等の取得促進

休暇取得促進の取組を進めることはもちろんのこと、休暇取得が進まない又は取得状況に

偏りがある場合は、その要因を分析し有効な対策を講じることや各所属において管理監督者

が率先して休暇を取得すること等により各種休暇を取得しやすい職場環境づくりに努める必

要がある。

(ｲ) 個々の事情に応じた働き方の実現

a 仕事と家庭の両立支援

仕事と妊娠・出産・育児等の両立支援のため、国等の動きを踏まえて、不妊治療のための

休暇の新設等、各種支援制度の導入を検討する必要がある。また、管理監督者をはじめ職場

全体で、子育てや介護に対する理解を促進し、業務のサポート体制を確立することが求めら

れる。

b 柔軟な働き方の推進

時差出勤の実施やサテライトオフィスの設置等の取組のほか、在宅勤務トライアルを実施

しているところであるが、テレワーク実施にあたっての諸課題を分析・検証し、テレワーク

の本格導入に向けて環境を整備していくことが必要である。
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c デジタル技術の活用等による業務効率化の推進

デジタル技術の活用等により、徹底して業務の見直しや効率化に取り組み、全ての職員が

その能力を最大限に発揮し、限られた時間で効率良く高い成果を上げることのできる職場環

境を整備する必要がある。

(ｳ) 心身の健康づくり

今後とも、心身の不調が顕在化していないケースも含め、全ての職員の心身の健康を保持・

増進するために、心身不調の早期発見を始めとする健康管理を徹底する必要がある。

さらには、職員が心身ともに健康に働くことのできる職場づくりに積極的に取り組む必要

がある。

(ｴ) ハラスメント防止対策

ハラスメントが人権に関わる許されない行為であり、心身や職場環境に支障を及ぼすこと

を強く認識した上で、相談しやすい環境を整備するとともに、管理監督者等が職員からの相

談に適切に対応するための研修を充実させるなど、有効な取組を推進する必要がある。

オ 定年の引上げ等による高齢層職員の能力及び経験の活用

地方公務員の定年は、令和５年度から段階的に65歳まで引き上げられることとなったが、こ

の段階的な引上げが円滑に実施されるとともに、本県の実情を踏まえた制度設計が図られるよ

う所要の準備を着実に進めていく必要がある。

また、定年の引上げにより、職員構成の高齢化や在職期間の長期化が進行すると見込まれる

ことから、職員の士気の向上や組織活力の維持のためには、中長期的な視点に立った計画的な

人材育成や若手・中堅職員も含めた人事管理の適正化等を図る必要がある。

カ 会計年度任用職員制度の適正な運用

会計年度任用職員制度については、今後とも、適正な任用や勤務条件の確保など適切な制度

の運用を図るとともに、人事評価制度を活用した効果的な人材育成を図る必要がある。

キ 信頼の確保

(ｱ) 公務員の倫理

県民の信頼を損なう不祥事が後を絶たない状況が続いているため、各任命権者においては、

不祥事の根絶に向けて、職員の法令遵守及び服務規律の保持に万全を期し、県民の信頼の確

保に努めていく必要がある。

(ｲ) 危機事象への対応

大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症など、様々な危機事象が顕著化している中

で、職員は安定した業務継続に努めているが、職員が極度に疲弊するケースも散見され、マ

ンパワーに頼る危機事象対応の在り方について、一考すべき点も見られる。業務を安定的に

継続していくため、これまでの対応状況を検証しながら適時適切に対策を講じていく必要が

ある。
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３ 勤務条件に関する措置の要求の状況について

この制度は、地方公務員法第46条の規定に基づき、職員から給与、勤務時間その他の勤
務条件に関し適当な措置が執られるべきことの要求があった場合に、これを審査して判定
を行い、その結果に基づいて必要な措置の勧告を行うものです。
令和３年度は、２年度からの係属事案１件について引き続き審査を行いました。
年度末における係属件数は１件となります。

勤務条件に関する措置の要求の係属状況

区 分 令和２年度末 令和３年度中 令和３年度中処理件数 令和３年度末

係属件数 要求件数 却 下 判 定 取 下 げ 係属件数

給 与 １ ０ ０ ０ ０ １

勤務時間 ０ ０ ０ ０ ０ ０

休 暇 ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 １ ０ ０ ０ ０ １

４ 不利益処分に関する審査請求の状況について

この制度は、地方公務員法第49条の２の規定に基づき、職員から懲戒その他その意に反
する不利益な処分についての審査請求があった場合に、これを審査し、判定を行うととも
に、必要に応じ適切な是正の指示を行うものです。
令和３年度は、前年度からの係属事案、新たな審査請求、ともにありませんでした。

不利益処分に関する審査請求の係属状況

令和２年度末 令和３年度中 令和３年度中処理件数 令和３年度末

区 分

係属件数 請求件数 却 下 判 定 取 下 げ 係属件数

懲戒処分 ０ ０ ０ ０ ０ ０

分限処分 ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０ ０
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